
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

７８９ 自己免疫性肝炎の疑いに対する抗ミトコンドリア抗体定性の算定に

ついて 

 

《令和８年２月２７日》 

 

○ 取扱い 

 

自己免疫性肝炎の疑いに対するＤ014「21」抗ミトコンドリア抗体定性の算

定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

抗ミトコンドリア抗体は原発性胆汁性胆管炎に特異性の高い自己抗体であ

り、他の疾患での陽性率が低い。このことより、当該抗体は、原発性胆汁性胆

管炎に対する標識抗体とされている。 

以上のことから、自己免疫性肝炎の疑いに対する当該検査の算定は、原則と

して認められないと判断した。 
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